
 

【参考】 

 

■国内クレジット制度 
国内クレジット制度は自主行動計画を有する企業が資金・技術を提供する

ことにより、中小企業等が CO2排出量削減事業を実施し、削減した CO2排

出量を国内クレジット認証委員会が、クレジットとして認証し、企業等が自

主行動計画等の目標達成のために活用する制度。 
 

 

【出所】：経済産業省HP 国内クレジット制度（国内排出削減量認証制度）より 

 
※ 国内クレジット認証委員会 
京都議定書目標達成計画に規定する国内クレジット制度を運営するために設置さ

れた委員会。民間有識者からなる第三者認証機関として、運営規則に基づき業務

を実施する。事務局については、経済産業省、環境省及び農林水産省が共同で運

営する。 


